安平町告示第７号

　安平町農地利用集積円滑化事業規程を策定するので、農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第12条の15の規定により当該農地利用集積円滑化事業規程の案を次により縦覧に供する。
平成23年２月９日

安平町長　瀧　　　　　孝

１　縦覧期間

　　　自　平成23年２月９日

　　　至　平成23年２月22日

２　縦覧場所

　　　勇払郡安平町早来大町95番地

安平町役場早来庁舎　農林課
３　縦覧時間

　　　午前８時30分から午後６時00分まで

